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【発行日】平成30年9月6日(2018.9.6)

【公開番号】特開2017-70335(P2017-70335A)
【公開日】平成29年4月13日(2017.4.13)
【年通号数】公開・登録公報2017-015
【出願番号】特願2015-197361(P2015-197361)
【国際特許分類】
   Ａ４５Ｄ  20/12     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月30日(2018.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後部開口（９）と吹出口（１３）を備えた本体ケース（１）の内部に、モーター（５）
および送風ファン（４）を支持し、少なくとも送風ファン（４）の周囲を覆うファンケー
ス（６）が配置してある送風装置であって、
　ファンケース（６）は、その入口（６ａ）と出口（６ｂ）が、本体ケース（１）の後部
開口（９）と吹出口（１３）の間に位置する状態で本体ケース（１）内に配置されており
、
　ファンケース（６）の入口（６ａ）に、該入口（６ａ）を覆う吸込みグリル（１１）が
配置されており、
　吸込みグリル（１１）は、通気スクリーン（２３）と、通気スクリーン（２３）の周縁
に設けた装着部（２４）を備えており、
　装着部（２４）をファンケース（６）の入口（６ａ）に装着固定した状態において、通
気スクリーン（２３）が、ファンケース（６）の入口（６ａ）から送風ファン（４）へ向
かって膨出させてあることを特徴とする送風装置。
【請求項２】
　吸込みグリル（１１）の装着部（２４）が、通気スクリーン（２３）の周縁の内係合壁
（６０）と、内係合壁（６０）に連続してＬ字状に屈曲する外係合壁（６１）で多重筒状
に構成されており、
　装着部（２４）をファンケース（６）の入口（６ａ）に装着した状態において、外係合
壁（６１）がファンケース（６）の外周面に係合している請求項１に記載の送風装置。
【請求項３】
　外係合壁（６１）の複数個所に係合爪（６２）が一体に設けてあり、係合爪（６２）に
対応する係合リブ（６３）がファンケース（６）の外周面に突設されており、
　装着部（２４）をファンケース（６）の入口（６ａ）に装着した状態において、係合爪
（６２）と係合リブ（６３）が係合して、吸込みグリル（１１）がファンケース（６）に
相対移動不能に固定してある請求項２に記載の送風装置。
【請求項４】
　吸込みグリル（１１）の通気スクリーン（２３）が、送風ファン（４）へ向かって内凹
み湾曲状に膨出させてある請求項１から３のいずれかひとつに記載の送風装置。
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【請求項５】
　本体ケース（１）の後部開口（９）に、吸込口（２９）を備えた吸気体（１２）が装着
されており、
　吸気体（１２）は、吸込口（２９）から流入した空気を通気スクリーン（２３）へ向か
って案内する筒壁（３２）を備えており、
　吸込みグリル（１１）の装着部（２４）が、吸気体（１２）の筒前端より前方に位置さ
せてある請求項１から４のいずれかひとつに記載の送風装置。
【請求項６】
　吸気体（１２）の吸込口（２９）および送出口（３１）のそれぞれが筒状に形成されて
、両者（２９・３１）の間を断面がなだらかに湾曲する拡開筒壁（３２）で連続させてあ
る請求項５に記載の送風装置。
【請求項７】
　吸気体（１２）の吸込口（２９）に面して、第１フィルター（４７）を兼ねる整流スク
リーン（３０）が配置してある請求項５、または６に記載の送風装置。
【請求項８】
　整流スクリーン（３０）が、同心円状に配置した複数の整流リブ（５６）と、複数の整
流リブ（５６）を支持する交差リブ（５７）で構成してある請求項７に記載の送風装置。
【請求項９】
　吸気体（１２）を本体ケース（１）の後部開口（９）に装着した状態において、送出口
（３１）の筒前端がファンケース（６）と協同して吸込みグリル（１１）の装着部（２４
）を挟持している請求項５から８のいずれかひとつに記載の送風装置。
【請求項１０】
　吸込みグリル（１１）の通気スクリーン（２３）の厚み（Ｔ）が、整流リブ（５６）の
通気方向のリブ長さ（Ｌ１）より小さく設定してある請求項８、または９に記載の送風装
置。
【請求項１１】
　整流リブ（５６）のリブ厚み（Ｌ２）が、整流リブ（５６）の通気方向のリブ長さ（Ｌ
１）より小さく設定してある請求項８から１０のいずれかひとつに記載の送風装置。
【請求項１２】
　整流スクリーン（３０）の吸込みグリル（１１）との対向面の側に、第１フィルター（
４７）より小さな通気穴（４８ａ）の一群を備えたメッシュ構造の第２フィルター（４８
）が配置してある請求項８から１１のいずれかひとつに記載の送風装置。
【請求項１３】
　第２フィルター（４８）が屈曲自在なシート状の軟質材で形成され、整流スクリーン（
３０）が第２フィルター（４８）より硬質の素材で形成されており、
　第２フィルター（４８）と整流スクリーン（３０）が隣接配置してある請求項１２に記
載の送風装置。
【請求項１４】
　吸気体（１２）が、筒壁（３２）を備えた前筒（４５）と、吸込口（２９）を備えた後
筒（４６）で構成されており、
　第２フィルター（４８）の周縁が前筒（４５）と後筒（４６）で挟持してある請求項５
から１３のいずれかひとつに記載の送風装置。
【請求項１５】
　後筒（４６）と隣接する前筒（４５）の筒端面（５１）に、中央受枠（４９）と、同枠
（４９）を支持する支持枠（５０）が、筒端面（５１）と面一になる状態で設けられてお
り、
　第２フィルター（４８）が、筒端面（５１）と中央受枠（４９）と支持枠（５０）に固
定してある請求項１４に記載の送風装置。
【請求項１６】
　前筒（４５）の筒端面（５１）の周囲に、第２フィルター（４８）の周縁を覆う筒壁（
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６９）を備えた押えリング（６８）が配置されており、
　後筒（４６）は、本体ケース（１）の後部開口（９）に装着されており、
　後筒（４６）を後部開口（９）に装着した状態において、前筒（４５）の筒端面（５１
）の周囲に装着した押えリング（６８）が、後筒（４６）で前筒（４５）に向かって押付
け固定してある請求項１４、または１５に記載の送風装置。
【請求項１７】
　後筒（４６）を後部開口（９）に装着した状態において、第２フィルター（４８）の前
後両面が、中央受枠（４９）および支持枠（５０）と整流スクリーン（３０）で挟持して
ある請求項１５または１６に記載の送風装置。
【請求項１８】
　後筒（４６）を後部開口（９）に装着した状態において、第２フィルター（４８）と後
筒（４６）の筒前端との間に隙間（Ｅ）が確保してある請求項１４から１７のいずれかひ
とつに記載の送風装置。
【請求項１９】
　本体ケース（１）とファンケース（６）の間に形成される隙間空間に、送風装置の運転
状態を制御する制御基板（９０・９１）が配置してある請求項１から１８のいずれかひと
つに記載の送風装置。
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